
○二見以北地域ふれあいスクール事業実施要綱

平成21年３月16日

教委告示第２号

改正 平成24年11月30日教委告示第14号

（目的）

第１条 この要綱は、名護市再編交付金基金条例施行規則（平成21年規則第２号）第４条の規定に基づ

き、二見以北地域の児童に様々な学習活動の機会を提供し、豊かな人間性の涵養を図るとともに、放

課後等における子どもたちの安全な活動拠点の確保のために実施する二見以北地域ふれあいスクー

ル事業（以下「事業」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（対象児童）

第２条 事業対象児童は、久志幼稚園及び久志小学校に在籍する児童であって、事業への参加を希望し

た児童とする。

（事業の実施）

第３条 事業は、次に掲げる日を除き、実施するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるとき

は、臨時に開所し、又は休所することができる。

(１) 土曜日

(２) 日曜日

(３) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

(４) 12月29日から翌年１月３日までの日（前号に掲げる日を除く）

(５) 慰霊の日

(６) 旧盆

２ 事業の実施時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、実施時間を変

更することができる。

(１) 月曜日から金曜日まで 幼稚園終了時間から午後６時30分まで

(２) 前号に掲げる日のうち小学校の休業日 午前８時から午後６時30分まで

３ 事業の主な実施場所は、久志幼稚園園舎とする。

４ 事業においては、次の活動を行う。

(１) 豊かな人間性の涵養を図るための活動

(２) 社会性を養うための異年齢交流の場の提供

(３) 放課後等における子どもたちの安全な活動拠点の確保

(４) 児童の遊びの活動状況の把握と児童の家庭との連絡及び情報交換

(５) その他子どもたちの健全育成に必要な活動

（申込）

第４条 事業の利用を希望する児童の保護者は、利用を開始する月の７日前までに利用申込書（様式第

１号）を教育委員会に提出しけなければならない。
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２ 教育委員会は、前項の申込書を受理したときは、その可否を決定し、事業利用承諾通知書（様式第

２号）又は事業利用不承諾通知書（様式第３号）により通知するものとする。

（解除）

第５条 事業の利用を中止する児童の保護者は、教育委員会に中止届（様式第４号）を提出しなければ

ならない。

（業務の委託）

第６条 この事業は、社会福祉法人に委託して実施する。

２ 前項の規定により、事業を受託した社会福祉法人（以下「受託者」という。）は、次に掲げる書類

を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(１) 事業計画書

(２) 事業予算書

(３) 事業実績報告書

(４) その他必要な書類

（費用負担）

第７条 参加児童の保護者は、別に定める活動や教材に係る費用等を負担しなければならない。

２ 前項の費用等は、参加児童の保護者が受託者に支払うものとする。

（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（平成24年11月30日教委告示第14号）

この要綱は、平成24年11月30日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）

様式第２号（第４条関係）

様式第３号（第４条関係）

様式第４号（第５条関係）


